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第１章 経営戦略の策定の趣旨 

１．策定の趣旨 

上関町の水道事業では、少子高齢化や人口減少等により使用料収入の減少が続い

ており、一方では施設や管路の老朽化に伴う修繕や更新費用の増加が見込まれてい

ます。この傾向は今後も続いていくと見込まれ、さらに経営環境が厳しくなる中で

水道事業を運営していくためには、更なる経費縮減を行うとともに自主財源の確保

を図るといった取り組みが極めて重要となっています。 

これらのことから、この経営戦略は、地域の現状と将来見通しを踏まえ環境の変

化に適切に対応し「これまで築き上げてきた水道事業を、次世代に確実に引き継ぐ」

ために第４次上関町総合計画との整合性を図りながら、本町の水道事業が進むべき

方向として、中・長期的な事業運営の方針を示したものです。 

 

 

２．計画の期間 

計画期間は、平成 28 年度から 37 年度までの 10 年間とし平成 32 年度に見直

しを行います。ただし、経営戦略と実績との差が大きい場合、経営戦略の前提とな

る経営・財政の条件が大幅に変更になった場合にも見直しを行います。 

 

 

３．進捗管理 

経営戦略の実施については、計画（Plan）・実施（Do）・検証（Check）・見

直し（Action）の、いわゆるPDCAサイクルにより評価・検証を行います。 

さらにアセットマネジメントの活用により、事業の進捗や財政状況を把握するこ

とで、中・長期的な視点での進捗管理を行います。  

 

 

※アセットマネジメント 

持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライ

フサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化され

た実践活動 
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第２章 上関町の水道施設概要 
 

 

 

(当初) (当初) (当初)

(現在) (現在) (現在)

418ｔ 100ｔ 28.6ｔ

368ｔ 22.5ｔ

100ｔ

187ｔ 

60ｔ 

3ｔ 

30ｔ

2.25ｔ×２池

4ｔ

48ｔ

52ｔ

144ｔ

82ｔ

3台 2台 1台

2台 1台 1台

2台 2台 2台

2台

事業の名称

認可年月日
昭和31年12月15日

平成22年4月1日

一日最大取水量

給水人口

上関統合簡易水道

現 在 施 設 能 力 1,800㎥/日 

474ℓ

水源種別

浄水方法

浄水受水

一人一日最大給水量

一人一日平均給水量

計
 

画

398ℓ 

一日最大給水量

160ℓ 

1,500人 

352㎥ 

320㎥ 

1,657㎥ 

1,641㎥ 

60㎥/日 650㎥/日 

祝島簡易水道 八島簡易水道

昭和39年9月21日

昭和39年9月21日

530人 

94㎥ 

54㎥ 

102ℓ 

75ℓ 

昭和32年3月31日

昭和55年1月21日

3,844人 

213ℓ 

八島配水池

表流水 深井戸・表流水

追加消毒のみ 急速及び緩速ろ過 緩速ろ過

祝島浄水場　

祝島高区配水池

送水ポンプ箇所

　　上関受配水池

　　室津受配水地

　　上関受配水池

　　室津受配水池

　　上関調整池

　　室津調整池

配水池及び容量

　　志田調整池

　　練尾高区調整池

　　大津調整池

　　蒲井調整池

　　白井田調整池

　　尾熊毛減圧層

　　練尾低区減圧層

　　練尾加圧ポンプ所

沢ノ脇深井戸

盛ポンプ所

長磯ポンプ所 三浦ポンプ所練尾加圧ポンプ所

三浦ポンプ所

ＰＣタンク

　　四代調整池

祝島浄水場
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第３章 水道事業を取り巻く環境の変化 

１．人口の減少 

（１）過去10年間の人口推移 

上関町の人口は、昭和４０年までは１万人を超えていましたが、平成２７年には

3,151 人となっています。この１０年間で町の人口が約１０００人減少しており

急速な人口減少が続いています。 

 

 

過去１０年間の各地区別給水人口の推移は次のグラフのとおりです。全ての地区

において減少傾向にあります。祝島・八島・四代・蒲井・中の浦・大津・練尾地区

においては他の地区に比べ給水人口の減少率が大きくなっています。 

 

 

12,318  
11,055  

9,284  
8,046  7,231  6,526  5,932  5,248  4,665  4,121  3,605  3,151  

2,000

6,000

10,000

14,000

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

上関町の人口推移（住民基本台帳 各年４月１日現在） 人 

 3,840  

 2,984  

 1,933  
 1,648  

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

町全体の給水人口・戸数の推移 

給水人口 

給水戸数 

人・戸 

1147  

932  1069  

846  

551  

412  
291  230  
264  

216  
0

200

400

600

800

1,000

1,200

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

地区別 給水人口の推移（２００人以上） 

上関 

室津 

祝島 

白井田 

戸津 

人 
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（２）将来の人口予測と給水人口予測 

国立社会保障人口問題研究所の上関町の人口予測によると平成３７年に 2,160

人、平成４７年には 1,607 人となっています。水道加入率は 99.4％であること

から、上関町の給水人口予測は、上記の人口予測とほぼ同じ数値になると思われま

す。人口の減少は、有収水量（使用料収入の対象となった水量）の減少や使用料収

入の減少の大きな原因となります。 

 

 
 

 

174  

112  
111  

90  89  

59  
58  

45  56  

26  30  
16  

0

50

100

150

200

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

地区別 給水人口の推移（２００人未満） 

四代 

志田 

蒲井 

大津・練尾 

八島 

中の浦 

人 

2508 
2160 

1861 
1607 

1387 
1199 1044 919 816 

0

1,000

2,000

3,000

H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72

上関町の人口予測（国立社会保障・人口問題研究所の推計） 
人 

H32 

 1,469  H42 

 1,159  H52 

 892  H62 

 670  H72 

 491  

0

500

1,000

1,500

2,000

H28 H32 H36 H40 H44 H48 H52 H56 H60 H64 H68 H72

町全体の給水戸数の将来予測 戸 
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２．有収水量の減少 

近年の水需要は人口減少などにより年々減少しています。この傾向は、今後も継

続するものと考えられます。水道事業では使用料収入が主な財源であるため、水需

要の減少は使用料収入の減少につながり、一般会計からの繰入金の増加などが懸念

されています。 
 

※有収水量とは使用料収入の対象となった水量のことです。 
 

 
 

 
 

 

 

286,060  
279,692  

272,478  
269,255  

268,748  

269,686  

269,853  

271,276  

260,619  

250,553  

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

上関町の有収水量の推移 ㎥ 

151,879  
146,250  146,131  

135,224  133,063  129,052  

95,738  
89,691  88,333  

101,343  

106,567  

90,270  

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

長島・室津 過去１０年間の有収水量の推移 長島 室津 
㎥ 

36,023  34,270  
31,773  

30,938  

28,935  

29,304  

2,420  2,267  2,511  2,348  

1,821  

1,927  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

祝島・八島 過去１０年間の有収水量の推移 祝島 八島 ㎥ 
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平成２４年１２月に上関海峡温泉がオープンしたことで平成２３年度から２５年

度の有収水量は一時的に増加しています。しかし、平成２６年度から給水人口や戸

数の減少等により有収水量は再び減少しています。今後も有収水量の減少傾向は続

いていくものと思われます。 

 

 

３．使用料収入の減少 

人口の減少などの理由により有収水量（使用料収入の対象となった水量）は年々

減少し、それに伴い使用料収入も減少し続けています。今後もこの減少傾向は続い

ていくと考えられます。水道事業に必要な運営費が使用料収入を大きく上回ってお

り、自主財源の確保が大きな課題となっています。 

 

 

 

H28 

246,540  

H72 

92,390  

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H28 H32 H36 H40 H44 H48 H52 H56 H60 H64 H68 H72

上関町の有収水量の将来予測 ㎥ 

70,993  
69,618  

68,597  67,640  68,150  
66,926  

68,926  
70,070  

68,806  
67,334  

321  

281  
318  

524  
276  

468  

378  
196  

1,377  

357  

64,000

66,000

68,000

70,000

72,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

使用料収入等の推移 料金収入 開閉栓料・加入金 千円 

205,095  
168,007  157,857  170,310  

172,109  

164,405  
142,362  

136,249  
141,729  

158,500  

71,314  69,899  68,915  68,164  68,426  67,394  69,304  70,266  70,183  67,691  

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

水道事業運営費と使用料収入の推移 

支出合計 料金収入等 

単位：千円 
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４．水道施設の老朽化 

（１）水道管の老朽化 

上関町の管路総延長は約 77ｋｍとなっており、古いものでは昭和 30 年代に布

設された水道管が約１２．６ｋｍ、昭和４０年代に布設された管が５．９ｋｍ現存

しています。昭和 30 年度代の管は、布設後 60 年前後を経過し漏水事故等の発生

が懸念されています。 
 

 
 

水道管の管種別では塩化ビニル（ＶＰ）管の布設延長は約４６．２ｋｍと町全体

布設延長の半分以上を占めています。この塩化ビニル管は鋳鉄管やポリエチレン管

に比べ強度が低く、低温時（凍結等）においては特に強度が低下する短所がありま

す。このような理由から漏水事故の可能性が高いと考えられるため、強度や耐震性

が高い管へ更新が必要となっています。 
 

  
管路の更新にあたっては、水需要の動向・布設年度・管種・管口径・用途などを

考慮し、更新周期を定め、優先度の高いものから取り組むとともに事業費を平準化

することが求められています。また、老朽管更新に併せて耐震管に取り替えるなど、

震災に備えた耐震性の向上を図ることも重要となっています。 

12,640  

5,948  

12,089  

24,308  

18,790  

3,938  

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

S30年代 

S40年代 

S50年～63年 

H元年～9年 

H10年～19年 

H20年～ 

布設年度別 管延長（Ｈ２８年１２月末現在） 単位：メートル 

894  
547  

8  

1,875  

1,320  

6,625  

46,233  

5,683  

180  

14,270  

78  

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

管種不明 

波付鋼管がい装ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管WEETM 

鋼帯がい装ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 WEET 

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 WE 

耐震型ポリエチレン管 HPPE 

ポリエチレン管 PP 

塩化ビニル管 VP 

耐衝撃性塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVP 

亜鉛メッキ鋼管 SGP 

K型ダクタイル鋳鉄管 KDIP 

ダクタイル鋳鉄管 DIP 

管種別 管延長（Ｈ２８年１２月末現在） 単位：メートル 
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塩化ビニル管（ＶＰ） 布設年度別・口径別の内訳表（Ｈ２８年１２月末現在） 

管口径  

管布設年 

30ｍｍ 

以下 
40ｍｍ 50ｍｍ 65ｍｍ 75ｍｍ 100ｍｍ 150ｍｍ 計 

S30 年代 5847ｍ 1179ｍ 2521ｍ   1063ｍ 582ｍ 11ｍ 11203ｍ 

S40 年代 1417ｍ 853ｍ 1214ｍ   2036ｍ     5520ｍ 

S50 年～63 年 1159ｍ 1807ｍ 4105ｍ 1083ｍ 1859ｍ 1672ｍ 45ｍ 11730ｍ 

H 元年～9 年 286ｍ 539ｍ 2466ｍ 485ｍ 4922ｍ 4380ｍ   13078ｍ 

H10 年～19 年   12ｍ 759ｍ   1255ｍ 642ｍ 1827ｍ 4495ｍ 

H20 年～ 6ｍ 202ｍ           208ｍ 

計 8715ｍ 4592ｍ 11065ｍ 1568ｍ 11135ｍ 7276ｍ 1883ｍ 46234ｍ 

 は布設後60年前後経過し漏水事故が多く、管更新の優先度が最も高い管延長 

 は老朽化等により漏水事故が起きやすいと考えられる管延長 

 

水道管の種類と特徴 

管種 特徴 

ダクタイル鋳鉄管

（DIP) 

耐久性や粘りがあり、衝撃に強いが重量がある。本町の場合、

継手の種類はＡ型とＫ型を使用。（昭和40年代～） 

亜鉛メッキ鋼管

（SGP） 

強度・加工性・耐震性に優れ、内面に亜鉛メッキ処理を施した

鋼管。本町は内面に塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞを施したタイプを使用。 

耐衝撃性塩化ビニ

ル管（HIVP） 

耐腐食性に優れ軽量で加工しやすい。塩化ビニル管（ＶＰ）の

衝撃強度を高めるため改良された。（昭和57年～） 

塩化ビニル管（VP） 耐腐食性に優れ軽量で加工しやすい。強度は鋼管より小さく、

低温時（凍結等）は耐衝撃性が低下する。（昭和30年代半ば～） 

ポリエチレン管

（PP） 

軽量・柔軟で曲げることができる。耐寒性、耐衝撃性に優れる。

傷がつきやすい。（昭和45年頃～） 

耐震型ポリエチレ

ン管（HPPE） 

耐腐食性に優れ重量が軽く施工性が良い。融着継手により一体

化でき、柔軟性があるため地盤変動に強い。(平成21年～) 

高密度ポリエチレ

ン管（WE） 

ポリエチレン管（ＰＰ）に比べ硬い。耐衝撃性・耐候性に優れ

る。 

鋼帯がい装ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

管（WEET） 

鋼帯がい装により内圧強度を向上させた高密度ポリエチレン管 

波付鋼管がい装ﾎﾟﾘ

ｴﾁﾚﾝ管（WEETM） 

鋼帯がい装により内圧強度を向上させた高密度ポリエチレン管

に、波付鋼管で補強し内外圧強度を高めた管。 
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（２）浄水・配水施設の老朽化 

上関町の浄水・配水施設の電気機械設備では落雷・老朽化等による故障などが発

生しています。また、各地区の配水設備等の監視や自動制御を行う計装機器は１０

年から１５年周期で更新が必要となります。水を安定的に供給するためには常に施

設機能を発揮できるよう適切な更新や維持管理が求められています。 

 

 

 

5．水道に関わる人材の減少 

多様化する水道の諸課題に的確に対応していくためには、官民問わず水道の専門

的な知識や技術、経験を有する職員や事業者、水道管理人を継続的に育成し確保し

ていくことが重要となっています。 

平成２７年度より上下水道係の職員を３人から２人体制としたことにより支出の

抑制を図ることができましたが、一方では専門知識を有する職員の確保育成が困難

となっています。また離島の水道管理人においては、良質な水を安定的に供給する

技術を次世代へ継承する必要性も高まっています。 

 

 

 

６．水道事業の財政状況の変化 

（１）過去 10 年間の財政状況 

水道事業は、公営企業として独立採算性の原則のもと、運営されることとなって

います。運営にかかる経費は主に利用者からの使用料で負担する事とされています

が、上関町の場合、回収できる使用料収入は毎年必要な経費の約二分の一以下です。

不足分は主に一般会計からの繰入金で賄っているのが現状です。 

公債費については、新たな借り入れを行わず償還が進んでいることから年々減少

しています。建設改良費は漁業集落排水施設や道路の整備等に伴う布設替え・計装

機器の更新などにより年度によって大きな差が生じています。 
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H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

町債 19,800

県補助 906

国庫補助 12,800 13,500

繰越金 437 468 867 924 6,078 895 584 726 643 728

繰入金 100,30 98,507 89,000 107,30 98,500 96,700 73,200 65,900 71,631 77,300

開閉栓料等 321 281 318 524 276 468 378 196 1,377 357

料金収入 70,993 69,618 68,597 67,640 68,150 66,926 68,926 70,070 68,806 67,334

0

50,000

100,000

150,000

200,000

水道事業 収入の実績 千円 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

建設改良費 40,091 6,373 7,043 8,967 14,160 10,213 5,126 2,821 2,342 24,757

公債費 74,862 72,323 59,437 66,448 52,676 49,128 40,390 38,737 37,855 36,650

受水費 56,568 56,723 56,568 56,568 56,568 56,723 56,568 56,568 58,184 58,343

維持管理費 33,574 32,588 34,809 38,327 48,705 48,341 40,278 38,123 43,348 38,750

0

50,000

100,000

150,000

200,000

水道事業 支出の実績 千円 
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（２）財政状況の将来予測 

平成 27 年度に実施した人員削減、元利償還に伴う公債費の減少により今後の支

出総額は、過去１０年間と比べると減少すると予測しています。しかし、老朽化に

伴う水道管の更新等による建設改良費の増加や人口減少に伴う使用料収入の減少が

続くと考えられていることから一般会計からの繰入金は年々増加し、町全体の財政

状況の悪化につながると懸念されています。 

 

 

 

 

H37, 57,334  H47, 47,684  H57, 39,384  H67, 33,084  

H37, 93,446  
H47, 72,172  

H57, 80,710  H67, 101,359  

0
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80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

H28 H32 H36 H40 H44 H48 H52 H56 H60 H64 H68 H72

水道事業 収入の将来予測 

料金収入 開閉栓料・加入金 繰入金 

千円 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

H28 H32 H36 H40 H44 H48 H52 H56 H60 H64 H68 H72

水道事業 支出の将来予測 

維持管理費 受水費 公債費 建設改良費 

千円 
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第４章  基本理念と目指す方向性 

水道事業を取り巻く環境は大きく変化しており、次のような課題が見えてきます。 
 
①  人  水道の専門的な知識・技術・経験を有する人材の減少 

  ②  物  水道管の老朽化・耐震化 

  ③  金  使用料収入の減少・施設更新費や繰入金の増加 

  ④ 情報 正確な水道資産の把握・長期的な将来予測の情報共有化 
 

大変厳しい時代の到来が予測されますが、今後も安全で安心な水道水を持続的に

供給することは水道事業者の使命ととらえ上記の課題解決に取り組み、これまで築

き上げてきた水道事業を次世代に確実に引き継ぐ必要があります。このことから、

本計画の「基本理念」と理念実現のために必要な方向性・具体的な取り組みを次の

ように設定しました。 
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１．水道に関わる人材の確保・育成 

（１）専門的な知識・技術の習得 

   漏水事故への対応、管の布設替え、計装機器の更新などは職員の実務経験を積

む良い機会となります。多くの水道の担当職員が積極的に現場に行き、専門的な

知識や技術の習得に努めます。 

 

（２）漏水を発見する技術の習得 

   漏水調査を実施することで、地域内に布設された管・バルブ位置等の確認や送

水・配水等の仕組みを学ぶ良い機会となります。また、漏水探知機の活用により

漏水時の音の性質を見極める技術や地上に現れない漏水箇所を発見する技術の習

得に努めます。 

 

（３）水道施設稼働状況の把握 

   監視制御システムや施設情報管理システムの活用により、取水を行う水源の場

所・導水管のルート・配水池や浄水場の仕組み・各地域への送水配水ルートなど

の習得に努めます。 

また、監視制御システムから得られる送配水量、塩素濃度、ポンプ稼働状況等の

瞬時値や過去の数値（トレンドグラフ）等を読み取ることにより、異常な送水や配

水等を発見する技術の習得に努めます。 

 

（４）水道に関わる民間事業者の確保・育成 

水道の専門的な知識・技術・経験を有する事業者や水道管理人・検針員の継続的

な確保・育成に努めます。 

 

 

 

 

２．管路・施設情報の把握と活用 

（１）水道施設・管路情報の把握 

職員の人材育成、効率的な水道施設等の更新やその維持管理等を実現するために

は、水道管・施設情報の正確な把握や整理が重要となります。このため平成２８年

度末には水道管路や施設の書類調査や現地調査を実施し、その情報を整理・閲覧し

やすくするための水道施設情報システムを導入する予定です。 
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（２）アセットマネジメントの実施 

持続可能な水道事業を実現するためには、中長期的な視点に立ち水道施設のライ

フサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する活動（アセ

ットマネジメント）が極めて重要となります。平成２８年度に実施した水道施設や

管路の調査によって得られた情報をもとに、アセットマネジメントを実施し、適切

な施設や管路等の更新が実現できる体制を整えます。 

 

 

（３）水道施設情報システムの適正な更新 

水道施設情報システム導入後は管路の新設や布設替え等を実施した場合は、その

情報を正確にこのシステムに反映できる仕組みを整えていきます。 

 

 

 

３．効率的な水道事業の運営 

（１）将来予測を踏まえた施設・設備や管路等の更新 

浄水・配水施設・設備について今後１０年間の更新予定はありませんが、突発的

な故障等により更新が必要となった場合は、今後の水需要の動向を踏まえスペック

ダウンの可能性や代替案の有無等の比較検討を行った後に設備の更新をする必要

があります。 

水道管路について更新周期は法定耐用年数40年が一つの目安になりますが、実

際には埋設環境や管種によって、その期間を超えても十分使用できる管が多くあり

ます。水需要予測、管種、管口径、漏水の発生状況等を分析したうえで、できる限

り既存管路を活用することにより、投資の無駄を省き、実態に即した上関町独自の

更新周期を基準として更新を行います。 
 

上関町の更新周期 管 種 

８０年 

ダクタイル鋳鉄管（ＤＩＰ） 

耐震型ポリエチレン管（ＨＰＰＥ） 

高密度ポリエチレン管（WE） 

鋼帯がい装ポリエチレン管（WEET） 

波付鋼管がい装ポリエチレン管（WEETM） 

６０年 

塩化ビニル管（ＶＰ） 

耐衝撃性塩化ビニル管（HIVP） 

ポリエチレン管（ＰＰ） 

亜鉛メッキ鋼管（SGP） 
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（２）効率的な検針や使用料徴収事務の確立 

平成２６年度までの組織体制では上水道と下水道事業を３人体制で運営してき

ました。しかし、平成27年度から人員削減を実施したことで２人体制となり、専

門知識や技術を有する職員の確保・育成や離島の水道管理人に対する支援が難しく

なっています。効率的な検針や料金徴収の仕組みを確立することで、生み出した時

間やマンパワーをそれらに充てることが急務となっています。 

平成２８年度末にはハンディターミナルを導入し効率的な検針業務の確立を図

ります。また、水道料金の未納者への訪問徴収は多くの時間と労力が必要となるこ

とから、なるべく督促状の送付・電話連絡・給水停止措置の実施などを基本とした

効率的な料金徴収に努めます。 

   

 

 

 

 

 
 
（３）危機管理体制の強化 

 ①漏水の未然防止 

   管路からの漏水は送水・配水にかかる経費の増加による経営効率の低下や道路

等の陥没等による事故の危険性が高まることにつながります。平成２７年度に導

入した監視制御システムにより、長島・室津エリアの送水量・配水量等の情報が

インターネットに接続できるパソコンやスマートフォンで確認できるようになり

ました。これにより異常な送水・配水等の確認が行い易くなり、漏水の早期発見

や対処が可能となっています。今後もこれらのシステムの活用や各調整池の配水

量の確認等により、引き続き効率的な漏水調査と修繕を実施します。 
 

 ②災害発生時の危機管理体制の確立 

災害発生時などに水道水確保のための応急対策を迅速かつ確実に実施するため、

各種危機管理マニュアルの見直しを行うとともに、マニュアルに基づいた訓練を実

施するなど体制の充実を図ります。また、他水道事業体との応援協定の締結が可能

かどうか検討を行います。 
 

 

（４）積極的な情報発信 

   上関町簡易水道事業の現状をより多くの地域住民の皆様に知って頂くため、水道

に関わる計画、料金、各種手続に関する情報、財務状況などを町ホームページ等で

の情報公開に努めます。 

 

平成２８年度末に導入予定の 

ハンディターミナル 
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４．自主財源の確保 

（１）使用料収入の確保 

上関町の水道使用料は、平成 12 年８月１日に改定を行って以来、現行の使用料

で運営しています。（消費税率の改定による水道使用料の改定を除く）少しでも一

般会計からの繰入金を減少させるために使用料収入の確保に努めます。 

平成２８年度４月時点の上関町の高齢化率は 54.36％と全国的に見ても非常 

に高く住民の所得が低い現状では値上げは難しい状況です。しかし、一方では使用

料収入が減少する中でも施設の老朽化による更新費用が必要と考えられます。 

持続可能な水道事業を実現するためには、常に投資と財源のバランスを意識し、

更なる経費縮減とともに料金の適正化について検討する必要があります。 

 

 

（２）水道料滞納金額の減少 

水道事業は、水道加入者から頂く水道使用料で運営しています。滞納があると、

きちんとお支払い頂いた水道使用料等でまかなうことになり不公平が生じます。現

在は分納誓約書の提出や督促状・給水停止予告通知の送付の活用など滞納対策に積

極的に取り組み、滞納額は年々減少しています。今後もこの取り組みを継続し、水

道使用料の確実な徴収と滞納額の減少に取り組んでいきます。 

 

 

（３）給水停止措置の実施 

   再三の納入催促に従わない滞納者に対しては、受益者の公平性確保や納付意識

の向上等を図るために上関町簡易水道給水条例・水道料金等滞納整理事務手続要

綱に基づき給水停止措置を行います。 
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５．水道事業の広域化の検討 

（１）柳井地域水道事業研究会への参加 

平成27年度より柳井市・田布施町・平生町・上関町・周防大島町・岩国市の2

市４町で柳井地域水道事業研究会が設立されました。この研究会は各市町の水道事

業体の置かれた立場や環境を理解し合うことや、将来に向かって厳しさを増す水道

事業の経営環境に対応した今後の在り方を研究することを通じ、各水道事業経営に

資することを目的として設立されました。 

上関町の水道事業においても、厳しい経営環境の中で様々な課題に取り組んでい

かなければなりません。しかし、小さな水道事業体単独で基盤強化を図ることが困

難なケースも想定されます。このため本研究会への積極的な参加により広域化によ

る水道事業のさらなる効率化や基盤強化の可能性を探求していきます。 

 

 

 

（２）広域連携の実現 

   災害支援協定・水道管等原材料の融通・資材調達の方法・単価共有・人材育成

など様々な分野で水道事業の効率化や経営基盤強化の可能性が考えられます。水

道事業研究会等を通じて他事業体との信頼関係を構築し、実現しやすい分野から

連携事業の可能性を探ります。 
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